
目

次

告

示

△

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設

置
許
可
申
請
の
概
要

(

環
境
対
策
室)

…
…
…
一

△

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
の
代
表
者
の
変
更

(

自
然
環
境
保
全
室)

…
…
…
二

△

換
地
計
画
に
伴
う
字
の
区
域
の
変
更(

三
件)

(

土
地
改
良
室)

…
…
…
二

△

保
安
林
の
指
定
の
解
除

(

治

山

室)

…
…
…
三

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

(

〃

)

…
…
…
三

△

港
湾
隣
接
地
域
の
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
の
開
催

(

港
湾
管
理
室)

…
…
…
四

公

告

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
変

更
の
届
出

(

地
域
産
業
振
興
室)

…
…
…
四

△

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
市
の
意
見
の
概
要

(

〃

)

…
…
…
五

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

五

公
安
委
員
会
公
告

△

教
習
指
導
員
審
査(

普
通)

の
実
施

六

正

誤

△

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
号
中
目

次
の
訂
正

(

文
書
法
制
室)

…
…
…
六

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
四
十
六
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法

(

昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特

定
施
設
の
設
置
許
可
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
概
要
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名
並
び
に
工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

二

申
請
の
内
容

特
定
施
設

四

イ

原
料
処
理
施
設
一
基
を
設
置
し
、
一
基
を
廃
止
す
る
。

１

特
定
施
設
の
種
類
能
力
及
び
使
用
の
方
法

(

そ
の
一)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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1

工
場
又
は
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

竹
原
市
忠
海
中
町
一
丁
目
二
番
四
三
号

ア
ヲ
ハ
タ
株
式
会
社

ジ
ャ
ム
工
場

竹
原
市
忠
海
中
町
一
丁
目
一
番
二
五
号

ア
ヲ
ハ
タ
株
式
会
社

取
締
役
社
長

多
智
花

宏
治

工 期 等 能

力

種

類

使
用
時
間
間
隔
及
び
一
日
当
た
り
の
使
用
時
間

(

使
用
の
季
節
的
変
動)

使

用

開

始

予

定

年

月

日

工

事

完

成

予

定

年

月

日

工

事

着

手

予

定

年

月

日

四
時
間
断
続
使
用

(

な
し)

完
成
後
直
ち
に

着
工
後
直
ち
に

許
可
後
直
ち
に

一
日
当
た
り
二
、
〇
〇
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
原
料
処
理

四

イ

原
料
処
理
施
設

一
基

(

パ
ル
パ
ー)

の 方 法

排出される汚水等の
汚染状態

項

目

燐

含

有

量

窒

素

含

有

量

浮

遊

物

質

量

化
学
的
酸
素
要
求
量

水
素
イ
オ
ン
濃
度(

単
位
・
水
素
指
数)

単
位
・

一
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き

ミ
リ
グ
ラ
ム

五
一
二

一
五
〇

六
〇
〇

三
・
五
〜
六
・
〇

通

常

八
五
〇

二
〇
〇

九
〇
〇

三
・
五
〜
六
・
〇

最

大

(定期)

定

第 ６

期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



(

そ
の
二)

廃
止

２

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

変
更
な
し

３

排
出
水
の
汚
染
状
態

変
更
な
し

三

事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

１

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
十
九
年
二
月
十
四
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

広
島
県
環
境
部
環
境
対
策
局
環
境
対
策
室
、
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
厚
生
環
境
局
環
境
管
理
課

及
び
竹
原
市
民
生
部
市
民
生
活
課

広
島
県
告
示
第
四
十
七
号

広
島
県
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(
平
成
十
六
年
広
島

県
規
則
第
四
十
七
号)

第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
帝
釈
公
園
施
設
の
管
理
を
行
う
指
定
管
理
者
か

ら
、
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

財
団
法
人

休
暇
村
協
会

理
事
長

炭
谷

茂

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
台
東
区
東
上
野
五
丁
目
二
四
番
八
号

二

変
更
事
項
及
び
内
容

１

変
更
事
項

代
表
者
の
変
更

２

変
更
内
容

三

変
更
年
月
日

平
成
十
八
年
十
二
月
七
日

広
島
県
告
示
第
四
十
八
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
安
芸
高

田
市
甲
田
町
上
小
原
所
在
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更

す
る
旨
、
安
芸
高
田
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十

九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
四
十
九
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
安
芸
高

田
市
高
宮
町
所
在
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
、

安
芸
高
田
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十

九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
五
十
四
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
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2

使 用

汚
水
等
の
排
出
先

排
出
さ
れ
る
汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

(

単

位
・
立
方
メ
ー
ト
ル)

排
水
処
理
施
設
一

〇
・
四

〇
・
六

種

類

四

イ

原
料
処
理
施
設

一
基

(

パ
ル
パ
ー)

理
事
長

渡
辺

修

変

更

前

理
事
長

炭
谷

茂

変

更

後

井
才
田(

山)

井
才
田(

山) 字

上

欄

丙
二
九
九
〇
、
三
〇
一
八
の
二

二
九
三
四
の
一
か
ら
二
九
三
四
の
四
ま
で
、
二
九
四
二
、
二
九

四
四

地

番

榎
ケ
迫

背
戸
田

字

下

欄

(定期)



広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
竹
市

所
在
の
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
を
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
変
更
す
る
旨
、
大
竹
市
長

か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

な
お
、
こ
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
七
十

九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
る
換
地
処
分
の
公
告
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
五
十
一
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の

と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
広
島
市
高
屋
町
杵
原
三
九
一
九
の
九
、
三
九
一
九
の
一
〇

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

広
島
県
告
示
第
五
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
多
田
字
間
部
ケ
谷
二
一
三
二
、
二
一
三
三
、
二
一
三
六

二

指
定
の
目
的
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3

川
根

大

字

上

欄

東
川

西
川 字

四
三
八
一
の
一
部
、
四
三
八
四
の
一
の
一
部
、
四
三
八
四
の
二

に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
、
四
四
二
七
、
四
四

三
二
の
六
の
地
先
の
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

四
二
八
三
の
二
の
一
部
、
四
二
八
四
の
一
の
一
部
、
四
二
九
七

の
一
の
一
部
、
四
二
九
七
の
四
の
一
部
、
四
三
一
二
の
一
の
一

部
、
四
三
一
二
の
二
の
一
部
、
四
三
三
一
の
一
部
、
四
三
三
三
、

四
三
三
四
の
一
の
一
部
、
四
三
三
四
の
三
、
四
三
三
五
の
一
、

四
三
三
五
の
二
、
四
三
三
六
の
一
の
一
部
、
四
三
四
五
の
一
部
、

四
三
四
六
の
一
の
一
部
、
四
三
四
六
の
三
の
一
部
、
四
三
四
七

の
一
部
、
四
三
四
八
の
一
部
、
四
三
四
九
の
一
部
、
四
三
五
〇

の
一
部
、
四
三
六
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並
び
に
四
二
八
三
の

二
の
一
部
、
四
二
八
四
の
三
の
一
部
、
四
二
八
九
の
三
の
一
部
、

四
二
九
八
の
一
、
四
三
一
二
の
一
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
・

水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

地

番

川
根

大

字

下

欄

西
川

東
川 字

谷
和

大

字

上

欄

登
河
内

井
手
ノ
口

横
道 字

三
八
六
の
一
部

三
〇
八
の
二
、
三
一
七
の
二
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在

す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並
び
に
三
〇
〇
、
三

〇
七
の
一
、
三
〇
八
の
一
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有
地
の

一
部

四
一
一
の
一
部
、
甲
四
一
二
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣

接
介
在
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部
並
び
に
字
登

河
内
三
八
七
、
三
八
六
の
一
部
に
隣
接
す
る
道
路
で
あ
る
市
有

地
の
一
部

地

番

谷
和

大

字

下

欄

横
道

登
河
内 字

宮
河
内

下
杭

宮
河
内

井
手
ノ
口

宮
河
内

白
石
原

一
三
〇
の
一
部
、
一
三
一
の
一
部
、
一
三
二
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

一
六
〇
の
一
部
、
一
七
七
の
一
部
、
一
七
八
の
一
部
及
び
こ
れ

ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部
並

び
に
一
六
〇
の
一
部
、
字
宮
河
内
七
六
の
一
部
、
七
七
、
一
〇

〇
、
一
〇
一
の
一
部
、
一
一
四
の
一
部
、
一
一
五
の
一
部
の
地

先
の
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
一
部

七
六
の
一
部
、
八
〇
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る

道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

二
〇
九
の
一
の
一
部
、
二
一
〇
の
一
部
、
二
一
一
の
一
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

七
六
の
一
部
及
び
こ
れ
に
隣
接
す
る
道
路
・
水
路
で
あ
る
市
有

地
の
全
部

五
二
の
一
部
、
五
五
の
一
部
、
六
三
の
一
部
、
六
四
の
一
部
及

び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
市
有
地
の
全
部

下
杭

宮
河
内

白
石
原

井
手
ノ
口

(定期)



土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
間
部
ケ
谷
二
一
三
二
・
二
一
三
三
・
二
一
三
六

(

以
上
三
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
五
十
三
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
港

に
係
る
港
湾
隣
接
地
域
の
変
更
に
関
す
る
公
聴
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
港
港
湾
管
理
者

広
島
県

代
表
者

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

期
日

平
成
十
九
年
二
月
一
日
午
後
二
時

二

場
所

広
島
市
南
区
似
島
町
字
家
下
七
五
二
番
七
四
号

似
島
公
民
館
二
階
研
修
室
二

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
地
域

広
島
港
西
似
島
地
区

広
島
市
南
区
似
島
町
家
下
辛
七
五
六
番
か
ら
似
島
町
臼
ヶ
浦
五
〇
八
〇
番
ま
で
の
地
域

公公公

告告告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

｢

法｣

と
い
う
。)

第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

万
惣
八
本
松
店

２

所
在
地

東
広
島
市
八
本
松
町
米
満
一
一
八
番
一
四
号

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
住
所

(

変
更
前)

広
島
市
佐
伯
区
石
内
一
丁
目
八
番
一
号

(

変
更
後)

広
島
市
佐
伯
区
石
内
上
一
丁
目
八
番
一
号

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

(

変
更
前)

名
称

株
式
会
社
万
惣

代
表
取
締
役

山
本

一
男

住
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
一
丁
目
八
番
一
号

(

変
更
後)

名
称

株
式
会
社
万
惣

代
表
取
締
役

山
本

一
男

住
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
上
一
丁
目
八
番
一
号

名
称

九
州
惣
菜
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
岡

浩
志

住
所

福
岡
県
北
九
州
市
門
司
区
黄
金
町
六
番
二
八
号

三

変
更
の
日

平
成
十
八
年
十
一
月
二
十
六
日

四

変
更
す
る
理
由

住
所
の
訂
正
及
び
新
規
テ
ナ
ン
ト
入
店
の
た
め

五

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
一
月
十
五
日

六

届
出
等
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

１

縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

東
広
島
市
産
業
部
商
業
観
光
課

(

東
広
島
市
西
条
上
市
町
七
番
四
二
号)
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２

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

３

縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

七

意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地

域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
告
の
日
か
ら

四
月
以
内
に
、
県
に
対
し
、
次
の
と
お
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日

２

提
出
先

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
大
規
模

小
売
店
舗
の
所
在
地
の
属
す
る
市
か
ら
意
見
が
提
出
さ
れ
た
。

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ベ
ス
ト
電
器
福
山
本
店

２

所
在
地

福
山
市
南
蔵
王
町
五
丁
目
二
一
番
八
号

二

提
出
さ
れ
た
意
見
の
概
要

夜
間
の
騒
音
レ
ベ
ル
最
大
値
に
つ
い
て
、
予
測
地
点
ｃ
及
び
ｄ
に
お
い
て
基
準
値

(

五
十
デ
シ
ベ
ル)

を
超
え
て
い
る
の
で
、
基
準
値
内
と
な
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

三

提
出
さ
れ
た
意
見
の
縦
覧
場
所
、
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
で
き
る
時
間
帯

１

縦
覧
場
所

広
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
局
地
域
産
業
振
興
室

(

広
島
市
中
区
基
町
一
〇
番
五
二
号)

福
山
市
経
済
環
境
局
経
済
部
商
工
課

(

福
山
市
東
桜
町
三
番
五
号)

２

縦
覧
期
間

平
成
十
九
年
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
十
九
年
二
月
二
十
六
日
ま
で
。
た
だ
し
、
土
曜
日
、
日
曜
日

及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

３

縦
覧
の
で
き
る
時
間
帯

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第
９
号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

19年
１
月

25日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登
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5

6S
0697

6P
1298

6P
1313

6S
1214

6P
1379

6P
1344

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

19年
１
月

25
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

回
胴
式
遊
技

機

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機

回
胴
式
遊
技

機

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

カ
ク
メ
イ

セ
ン
シ
チ

ョ
ウ
シ
ュ

ウ
リ
キ

Ｃ
Ｒ
ス

ー

パ

ー海
物

語
Ｉ
Ｎ
沖

縄
Ｍ
Ｆ
Ｂ

Ｃ
Ｒ
ス

ー

パ

ー海
物

語
Ｉ
Ｎ
沖

縄
Ｍ
Ｔ
Ｅ

ザ
ゴ
ル
フ

－
30

Ｃ
Ｒ
プ
ロ

ゴ
ル
フ
ァ

ー
猿
Ｐ
Ａ

Ｒ
３
γ

Ｃ
Ｒ
プ
ロ

ゴ
ル
フ
ァ

ー猿
Ａ
Ｄ

α 型
式
名

株
式
会
社
ト
リ
ビ

ー

代
表
取
締
役
千
賀
裕
之

(東
京
都
新
宿
区
岩
戸
町
４

番
地
)

同
上

株
式
会
社
三
洋
物
産

代
表
取
締
役
金
沢
要
求

(愛
知
県
名
古
屋
市
千
種
区

今
池
三
丁
目
９
番

21号
)

株
式
会
社
フ
ァ

ース
ト

代
表
取
締
役
大
島

享
(東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀

留
町
二
丁
目

10番
９
号
)

同
上

株
式
会
社
大
一
商
会

代
表
取
締
役
市
原�

明
(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

鴨
付
町
一
丁
目

22番
地
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
公公公
告告告

広
島
県
公
安
委
員
会
公
告
第

16号

道
路
交
通
法
(昭
和

35年
法
律
第

105号

。以
下
｢法
｣
と
い
う
)
第

99条
の
３
第
４
項
第
１
号
イ
の
規

定
に
よ
る
審
査
を
実
施
す
る
の
で�

技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す
る
規
則
(平
成
６
年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
３
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第

10条
第
２
項
の
規
定
に
基
づ
き�

次
の
と
お
り
公
示
す
る

。

平
成

19年
１
月

25日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

１
審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
(普
通
)

２
審
査
の
期
日

平
成

19年
２
月

28日

３
審
査
の
場
所

広
島
市
佐
伯
区
石
内
南
三
丁
目
１
番
１
号

広
島
県
運
転
免
許
セ
ン
タ

ー

４
審
査
対
象
者

法
第

99条
の
３
第
４
項
第
２
号
の
規
定
に
係
る
者

５
審
査
の
方
法

規
則
第

12条
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
実
施

６
審
査
の
申
請
手
続
等

�
申
請
に
必
要
な
書
類

ア
教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
(写
真
及
び
審
査
手
数
料
貼
付
の
も
の
)

１
通

イ
教
習
指
導
員
等
審
査
手
数
料
計
算
表

１
通

ウ
自
動
車
運
転
免
許
証
の
写
し

１
通

エ
履
歴
書

１
通

オ
運
転
記
録
証
明
書

１
通

�
申
請
書
等
の
提
出
先

広
島
県
警
察
本
部
交
通
部
運
転
教
育
課
長

�
申
請
書
等
の
提
出
期
限

平
成

19年
２
月

21日

正正正

誤誤誤

平
成
十
九
年
一
月
十
一
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
号
に
登
載
の
目
次
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正

す
る
。

総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
長
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6

6S
1046

6S
1184

6S
1159

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

バ
ウ
ン
テ

ィ
キ
ラ

ー

Ｃ ピ
カ
ゴ
ロ

ウ
Ｖ
－
Ｂ

セ
ン
ゴ
ク

ム
ソ
ウ
Ａ

同
上

同
上

山
佐
株
式
会
社

代
表
取
締
役
佐
野
慎
一

(岡
山
県
新
見
市
高
尾

362
番
地
の
１
)

左
同

左
同

左
同

一
ペ
ー
ジ

上 段

一 行

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則

誤

宅
地
造
成
等
規
制
法
施
行
細
則
等

正

(定期)


